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新旧対照表（新） 
（傍線箇所は、変更部分を示す） 

北部大阪都市計画地区計画の変更（豊中市決定）計画書 
 

都市計画新千里北住宅地区地区計画を次のように変更する 

名   称 新千里北住宅地区地区計画 

位   置 豊中市新千里北町２丁目及び新千里北町３丁目地内 

面   積 約９．９ｈａ 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

地区計画の 

目標 

本地区は、豊中市の北東部に位置し、千里ニュータウンの開発により、大阪府営住宅地

として整備され、良好な住宅地を形成してきた。 

本地区計画は、地区内の府営住宅の建替えに伴い、土地の有効利用を図りながら、これ

まで培われてきた良好な住環境の継承と発展をめざし、周辺地域と調和のとれたまちな

みを形成することを目的とする。 

土地利用の 

方針 

 地区を A地区、B 地区、C地区に細区分し、それぞれの方針を次のように定める。 

A地区 
共同住宅及び生活利便施設等の立地を図り、周辺地域と調和のとれた良好

な住環境の形成を図る。 

B地区 
戸建住宅を主体とした住宅地として、周辺地域と調和のとれた良好な住環境

の形成を図る。 

C地区 
福祉施設等の立地を図り、周辺地域と調和のとれた良好な住環境の形成を図

る。 

建築物等の 

整備の方針 

周辺地域と調和のとれた良好な住環境の形成を図るため、建築物等の用途の制限、建

築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁

面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限、建築物等の高さの最高限

度、建築物等の形態又は意匠の制限、建築物の緑化率の最低限度及び垣又はさくの構造

の制限において必要な基準を設ける。 

地

区

整

備

計

画 
建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

 

地 

区 

の 

区 

分 

名 

称 

A地区 B地区 C地区 

面 

積 

約 8.9ｈａ 約 0.8ｈａ 約 0.2ｈａ 

建築物

等の用

途の制

限 

次に掲げる建築物以外の

建築物は建築してはなら

ない。 

（１）共同住宅、寄宿舎又

は下宿 

（２）老人ホーム、保育

所、福祉ホームそ

の他これらに類す

るもの 

次に掲げる建築物以外

の建築物は建築してはな

らない。 

（１）住宅（届出住宅（住

宅宿泊事業法（平成

２９年法律第６５

号）第２条第５項の

届出住宅をいう。）

又は 3 戸以上の長

次に掲げる建築物以外の

建築物は建築してはなら

ない。 

（１）認知症高齢者グルー

プホーム又は障害

者グループホーム 

（２）老人ホーム、保育所、

福祉ホームその他

これらに類するも
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（３）診療所 

（４）巡査派出所、公衆電

話所その他これら

に類する建築基準

法施行令（昭和２５

年政令第３３８号。

以下「令」という。）

第１３０条の４で

定める公益上必要

な建築物 

（５）店舗、飲食店その他

これらに類する用

途に供するものの

うち令第１３０条

の５の３で定める

ものでその用途に

供する部分の床面

積の合計が５００

平方メートル以内

のもの（３階以上の

部分をその用途に

供 す る も の を 除

く。） 

（６）幼稚園又は幼保連携

型認定こども園 

（７）前各号の建築物に附

属するもの 

屋（同項の届出住宅

を除く。）を除く。以

下同じ。） 

（２）住宅で事務所、店舗

その他これらに類

する用途を兼ねる

もののうち令第１

３０条の３で定め

るもの 

（３）認知症高齢者グルー

プホーム（老人福祉

法（昭和３８年法律

第１３３号）第５条

の２第６項に規定

する認知症対応型

老人共同生活援助

事業を行う施設を

いう。以下同じ。）又

は障害者グループ

ホーム（障害者の日

常生活及び社会生

活を総合的に支援

するための法律（平

成１７年法律第１

２３号）第５条第１

７項に規定する共

同生活援助を行う

施設をいう。以下同

じ。）で、延べ面積が

２００平方メート

ル未満のもの 

（４）自治会等の自治活動

の目的の用に供す

るための集会所そ

の他これに類する

もの 

（５）診療所（住宅を兼ね

るもので、患者の収

の 

（３）診療所 

（４）巡査派出所、公衆電

話所その他これら

に類する令第１３

０条の４で定める

公益上必要な建築

物 

（５）幼稚園又は幼保連携

型認定こども園 

（６）前各号の建築物と店

舗、飲食店その他こ

れらに類する用途

に供するもののう

ち令第１３０条の

５の３で定めるも

の（以下「店舗等」

という。）でその用

途に供する部分の

床面積の合計が５

００平方メートル

以内のものとの複

合建築物（３階以上

の部分を店舗等の

用途に供するもの

を除く。）（当該前各

号の建築物の用途

に供する部分の各

階の床面積の合計

の延べ面積に対す

る割合が２分の１

を超えるものに限

る。） 

（７）前各号の建築物に附

属するもの 
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容施設を有しない

もの） 

（６）専ら防災のために設

ける備蓄倉庫その

他これに類するも

の 

（７）前各号の建築物に附

属するもの（令第１

３０条の５で定め

るものを除く。） 

建築物

の容積

率の最

高限度 

― １０分の１０ ― 

建築物

の建蔽

率の最

高限度 

― １．１０分の５ 

２．街区の角にある敷地等

で市長が指定するも

のの内にある建築物

にあっては、前項に定

める数値に１０分の

１を加えた数値とす

る。 

― 

建築物

の敷地

面積の

最低限

度 

― 1５0 平方メートル ― 

壁面の

位置の

制限 

１．建築物の外壁又はこれ

に代わる柱の面（地盤

面下に設けるものを

除く。以下同じ。）から

道路境界線までの距

離（以下「道路からの

外壁後退距離」とい

う。）は、５メートル以

上でなければならな

い。 

２．建築物の外壁又はこれ

建築物の外壁又はこれ

に代わる柱の面から敷地

境界線までの距離は、１メ

ートル以上でなければな

らない。ただし、これらの

距離に満たない距離にあ

る建築物又は建築物の部

分が次のいずれかに該当

する場合は、適用しない。 

（１）外壁又はこれに代わ

る柱の中心線の長

１．道路からの外壁後退距

離は、５メートル以上

でなければならない。 

２．隣地からの外壁後退距

離は、３メートル以上

でなければならない。 

３．前２項の規定は、道路

からの外壁後退距離

が５メートルに満た

ない距離又は隣地か

らの外壁後退距離が
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に代わる柱の面から

隣地境界線までの距

離（以下「隣地からの

外壁後退距離」とい

う。）は、３メートル以

上でなければならな

い。 

３．前２項の規定は、道路

からの外壁後退距離

が５メートルに満た

ない距離又は隣地か

らの外壁後退距離が

３メートルに満たな

い距離にある建築物

又は建築物の部分が

次の各号のいずれか

に該当する場合は、適

用しない。ただし、第

２号に該当する場合

の道路からの外壁後

退距離又は隣地から

の外壁後退距離は、

１．５メートル以上で

なければならない。 

（１）外壁又はこれに代

わる柱の中心線

の長さの合計が

３メートル以下

であるもの 

（２）物置その他これに

類する用途に供

し、軒の高さが

２．３メートル以

下で、かつ、床面

積の合計が５平

方メートル以内

であるもの 

４．豊中市道新千里２号線

さの合計が３メー

トル以下であるも

の 

（２）物置その他これに類

する用途に供し、軒

の高さが２．３メー

トル以下で、かつ、

床面積の合計が５

平方メートル以内

であるもの 

（３）自動車車庫 

３メートルに満たな

い距離にある建築物

又は建築物の部分が

次の各号のいずれか

に該当する場合は、適

用しない。ただし、第

２号に該当する場合

の道路からの外壁後

退距離又は隣地から

の外壁後退距離は、

１．５メートル以上で

なければならない。 

（１）外壁又はこれに代

わる柱の中心線

の長さの合計が

３メートル以下

であるもの 

（２）物置その他これに

類する用途に供

し、軒の高さが

２．３メートル以

下で、かつ、床面

積の合計が５平

方メートル以内

であるもの 

４．豊中市道新千里２号線

に面する建築物につ

いては、２階以下の階

に限り、店舗、飲食店

その他これらに類す

るものの用途に供す

る部分の外壁又はこ

れに代わる柱の面か

ら豊中市道新千里２

号線の道路境界線ま

での距離を１．５メー

トル以上とすること

ができる。 
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に面する建築物につ

いては、２階以下の階

に限り、店舗、飲食店

その他これらに類す

るものの用途に供す

る部分の外壁又はこ

れに代わる柱の面か

ら豊中市道新千里２

号線の道路境界線ま

での距離を１．５メー

トル以上とすること

ができる。 

壁面後

退区域

におけ

る工作

物の設

置の制

限 

次に掲げる工作物は、壁

面後退区域に設置しては

ならない。 

（１）表示面積が3平方

メートル以上の広

告塔又は広告板 

（２）高さが５メートル以

上の街路灯、時計

塔、装飾塔及び記念

塔 

（３）自動販売機 

（４）機械式駐車場 

（５）前各号に掲げる工作

物に類するもの 

― 次に掲げる工作物は、壁

面後退区域に設置しては

ならない。 

（１）表示面積が3平方

メートル以上の広

告塔又は広告板 

（２）高さが５メートル以

上の街路灯、時計

塔、装飾塔及び記念

塔 

（３）自動販売機 

（４）機械式駐車場 

（５）前各号に掲げる工作

物に類するもの 

建築物

等の高

さの最

高限度 

４０メートル 

ただし、豊中市道新千里

北町第 38 号線の道路境界

線からの距離が 10メート

ル以内の区域においては

15 メートルとする。 

１０メートルかつ軒の高

さ７メートル 

４０メートル 

 

建築物

等の形

態又は

意匠の

制限 

建築物及び敷地内に屋

外広告物を設置してはな

らない。ただし、次に掲げ

るもので都市景観を十分

に配慮したものは除く。 

（１）豊中市道新千里２号

― 建築物及び敷地内に屋

外広告物を設置してはな

らない。ただし、次に掲げ

るもので都市景観を十分

に配慮したものは除く。 

（１）豊中市道新千里２号



 

- 6 - 

線に面して設置す

るもので、自己の社

名、店名、商標又は

建築物の名称表示

に係るもの 

（２）道先案内図その他の

公衆の利便に供す

る広告物 

（３）駐車場の案内表示に

係る広告物 

線に面して設置す

るもので、自己の社

名、店名、商標又は

建築物の名称表示

に係るもの 

（２）道先案内図その他の

公衆の利便に供す

る広告物 

（３）駐車場の案内表示に

係る広告物 

建築物

の緑化

率の最

低限度 

１０分の２．５（建築物の

敷地面積が１，０００平方

メートル以上のものに限

る。） 

― １０分の２．５（建築物の

敷地面積が１，０００平方

メートル以上のものに限

る。） 

垣又は

さくの

構造の

制限 

道路に面する部分に設ける垣又はさく（門柱その他これに類するものを除く。）は、

生垣、ネットフェンス、鉄柵その他これらに類する開放性のあるものとしなければな

らない。ただし、高さ２メートル以下の門又は塀（１．６メートルを超える部分につ

いては、ネットフェンス、鉄柵その他これらに類する開放性があるものに限る。）につ

いては、この限りでない。 

（備考） 

（既存の建築物に対する制限の緩和） 

告示の際に現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物が壁面の位置の制

限、建築物等の高さの最高限度若しくは垣又はさくの構造の制限に適合せず、又はこれらの制限に適合し

ない部分を有する場合にあっては、当該建築物について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替を

するときは、これらの制限は適用しない。 

（一の敷地とみなすこと等による制限の緩和） 

一の敷地とみなすこと等による制限の緩和により市長が認めたものについては、壁面の位置の制限又は

建築物の緑化率の最低限度の規定を適用する場合においては、これらの建築物は、一の敷地内にあるもの

とみなす。 

（特例による許可） 

１．市長が次の各号のいずれかに該当すると認めて許可した建築物については、当該許可の範囲内におい

てこれらの制限（建築物等の高さの制限及び建築物の緑化率の最低限度は除く。）は、適用しない。 

（１）公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないもの 

（２）新千里北住宅地区地区計画に定められた区域の整備・開発及び保全に関する方針に適合し、かつ、

適正な都市機能と健全な都市環境が確保されるもの 

２．その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であって、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれ

がないと認めて市長が許可した建築物については、当該許可の範囲内において建築物の緑化率の最低

限度は、適用しない。 

「区域、地区整備計画の区域は計画図表示のとおり」 


